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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

３．第60期より金額の表示単位を変更したため、連結経営指標等に記載されている事項の金額について、従来千円単位で記

載していた事項を百万円単位に組替え表示している。 

    ４．第61期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用している。 

 

回次 第60期中 第61期中 第62期中 第60期 第61期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 55,793 56,365 56,915 115,472 120,208

経常利益（百万円） 1,962 2,004 1,533 4,217 4,500

中間（当期）純利益 
（百万円） 

722 1,070 653 1,907 1,963

純資産額（百万円） 42,233 44,019 44,526 44,058 44,504

総資産額（百万円） 95,430 98,631 98,436 100,116 100,669

１株当たり純資産額（円） 613.57 640.20 647.83 639.14 647.38

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円） 

10.50 15.57 9.51 26.23 28.56

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 44.26 44.63 45.23 44.01 44.21

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

3,728 246 2,873 4,728 109

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△767 △385 △603 △2,470 △1,330

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△991 △477 △359 △1,529 △969

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（百万円） 

13,011 11,154 11,489 11,770 9,579

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数］
（人） 

2,997 
[870] 

3,280
[597] 

3,375
[652] 

3,017 
[855] 

3,274
[603] 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれていない。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

３．第60期より金額の表示単位を変更したため、提出会社の経営指標等に記載されている事項の金額について、従来千円単

位で記載していた事項を百万円単位に組替え表示している。 

    ４．第61期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用している。 

  

 

回次 第60期中 第61期中 第62期中 第60期 第61期 

会計期間 

自平成17年 
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年 
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高（百万円） 50,068 47,691 47,777 104,034 102,337

経常利益（百万円） 1,844 1,868 1,367 3,488 3,548

中間（当期）純利益 
（百万円） 

831 1,170 858 1,688 1,577

資本金（百万円） 15,051 15,051 15,051 15,051 15,051

発行済株式総数（株） 72,196,487 72,196,487 72,196,487 72,196,487 72,196,487

純資産額（百万円） 39,235 40,803 41,035 40,731 40,800

総資産額（百万円） 86,415 88,998 87,804 91,270 90,233

１株当たり純資産額（円） 570.01 593.43 597.04 590.93 593.51

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円） 

12.08 17.02 12.49 23.23 22.94

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円） 

－ － － － －

１株当たり配当額（円） 6.00 6.00 6.00 12.00 12.00

自己資本比率（％） 45.40 45.85 46.73 44.63 45.22

従業員数 
［外、平均臨時雇用者数］
（人） 

2,097 
[727] 

2,095
[432] 

2,123
[492] 

2,097 
[710] 

2,084
[440] 



２【事業の内容】 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はない。ま

た、主要な関係会社に異動はない。なお、当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更している。変更の内容につい

ては、「第５ 経理の状況 １．中間連結財務諸表等 (1）中間連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載の通りで

ある。 

  

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む。）であり、臨時雇用者数（契約社員、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。）は

（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。 

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであ

る。 

３．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更している。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約

社員、パートタイマー、嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。）は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を

外数で記載している。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合との間に特記すべき事項はない。 

  

  

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

シャッター関連製品事業 1,648(378) 

建材関連製品事業 751(152) 

サービス事業 582( 56) 

リフォーム事業 246( 44) 

その他事業 61( 10) 

全社（共通） 87( 12) 

合計 3,375(652) 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 2,123(492)



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の拡大、個人消費の持ち直し等、景気は緩やか

な回復傾向で推移したが、一方で原油価格高騰やサブプライムローン問題を背景とした米国金融市場の混乱による株価下落、

為替の乱高下等、景気の先行きには懸念感が広がっている。 

当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）を取り巻く建設・住宅業界においても、鋼材・アルミ及びステンレス等の

原材料価格高騰、改正建築基準法施行に伴う建築確認申請手続の厳格化による遅れなどの影響により、新設住宅着工戸数が低

水準で推移しているなど、厳しい事業環境が続いている。 

このような状況下において、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は、主に建材関連製品事業においてビル用ドア及

びパーティションが好調に推移した結果、56,915百万円と前中間連結会計期間に比べ550百万円(1.0%)の増加となった。収益面

では、全社的なコスト低減並びに販売価格の引き上げに取り組んだが、受注競争の激化に伴い、原材料価格上昇分を吸収する

までには至らず、当中間連結会計期間の経常利益は1,533百万円と前中間連結会計期間に比べ471百万円(23.5%)の減少となり、

当中間連結会計期間の純利益は653百万円と前中間連結会計期間に比べ417百万円(39.0%)の減少となった。 

事業の種類別セグメントの業績は次の通りである。 

１．シャッター関連製品事業 

工場・倉庫向けのシートシャッターが堅調に推移したものの、その他のシャッター製品においては、建築着工数が減少し

た影響から低調傾向にあり、売上高は26,380百万円と前中間連結会計期間に比べ1,737百万円(6.2%)減少し、営業利益は

1,899百万円と前中間連結会計期間に比べ389百万円(17.0%)減少した。 

２．建材関連製品事業 

ビル用建材において郵政民営化に伴う需要増等によりビル用ドア及びパーティション等が好調に推移した結果、売上高は

19,603百万円と前中間連結会計期間に比べ1,602百万円(8.9%)増加したが、営業利益は、原材料価格をはじめとした売上原価

の上昇に伴い、372百万円と前中間連結会計期間に比べ167百万円(31.1%)減少した。 

３．サービス事業 

  連結子会社文化シヤッターサービス株式会社の業績等を含めて、修理・メンテナンス等が社会環境の変化に伴い、堅調に

推移した結果、売上高は5,228百万円と前中間連結会計期間に比べ468百万円(9.8%)増加し、営業利益は397百万円と前中間連

結会計期間に比べ84百万円(26.9%)増加した。 

４．リフォーム事業 

連結子会社ゆとりフォーム株式会社において、前連結会計年度より販売を開始したパッケージ型商品「安心価格」が好調

に推移した結果、売上高は3,938百万円と前中間連結会計期間に比べ375百万円(10.6%)増加し、営業利益は92百万円と前中間

連結会計期間に比べ122百万円増加し、前中間連結会計期間の損失計上から黒字へ転換した。 

５．その他事業 

ビルのエントランス向けステンレス製品等が低調傾向にあり、売上高は1,765百万円と前中間連結会計期間に比べ158百万

円(8.3%)減少し、営業利益は109百万円と前中間連結会計期間に比べ45百万円(29.6%)減少した。 

  

当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更

後の区分に組み替えて行っている。 

 



 (2)キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調整前中間純利益が減少し、仕入債務

の減少等による支出があった一方で、売上債権及び法人税等の支払額の減少等による収入により、前中間連結会計期間末に比

べ334百万円（前年同期比3.0％）増加し、当中間連結会計期間末には11,489百万円となった。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りである。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末において営業活動の結果得られた資金は前中間連結会計期間末より2,626百万円増加し、2,873百万円

となった。収入の主な内訳は、税金等調整前中間純利益1,448百万円、売上債権の減少額5,500百万円であり、支出の主な内訳

は、仕入債務の減少額1,824百万円及びたな卸資産の増加額1,255百万円である。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末において投資活動の結果使用した資金は603百万円（前年同期比56.7%増）となった。収入の主な内訳

は、貸付金の回収による収入60百万円であり、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出435百万円及び無形固定資産

の取得による支出137百万円である。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末において財務活動の結果使用した資金は359百万円（前年同期比24.6%減）となった。収入の主な内訳

は、短期借入金の借入による収入109百万円であり、支出の主な内訳は、配当金の支払額412百万円、長期借入金の返済による

支出46百万円である。 

  

 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．上記の金額には消費税等は含まれていない。 

３．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を

変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

(2）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．上記の金額には消費税等は含まれていない。 

３．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を

変更後の区分に組み替えて行っている。 

 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

シャッター関連製品事業（百万円） 13,707 95.7 

建材関連製品事業（百万円） 5,863 108.2 

サービス事業（百万円） － － 

リフォーム事業（百万円） － － 

その他事業（百万円） 273 105.2 

合計（百万円） 19,843 99.2 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

シャッター関連製品事業（百万円） 1,438 77.5 

建材関連製品事業（百万円） 8,407 118.0 

サービス事業（百万円） 307 103.7 

リフォーム事業（百万円） 2,693 109.4 

その他事業（百万円） 975 105.4 

合計（百万円） 13,823 109.1 



(3）受注状況 

 当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．上記の金額には消費税等は含まれていない。 

３．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を

変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．上記の金額には消費税等は含まれていない。 

３．当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を

変更後の区分に組み替えて行っている。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はない。 

  

 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

シャッター関連製品事業 28,809 94.5 17,728 95.8 

建材関連製品事業 23,142 110.1 21,137 111.4 

サービス事業 5,228 105.5 990 94.6 

リフォーム事業 4,141 110.1 937 104.6 

その他事業 2,058 105.0 1,006 104.5 

合計 63,380 101.9 41,799 103.5 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

シャッター関連製品事業（百万円） 26,380 93.8 

建材関連製品事業（百万円） 19,603 108.9 

サービス事業（百万円） 5,228 109.8 

リフォーム事業（百万円） 3,938 110.6 

その他事業（百万円） 1,765 91.7 

合計（百万円） 56,915 101.0 



４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 

  

５【研究開発活動】 

当中間連結会計期間における研究開発活動は、当社グループの基本方針の１つである『日本一良い品質の商品を日本一早く開

発する』を推進すべく、高付加価値及び高品質・ローコスト商品の開発を主要なテーマとして行った。また、ＣＳＲの観点から

商品の安全（人災・防犯・防災）に対する信頼性向上を主眼に、製造・施工・メンテナンスからの観点を含めた商品見直しを実

施し、順次改善を行った。 

その結果投じた研究開発費は777百万円となった。事業別研究開発の概要は次の通りである。 

シャッター関連製品事業の重量シャッターにおいては、大型開口部への設置を実現する「ワイド防煙シャッター」、パネル

シャッターにおいては、天井収納タイプの「プレフラッシュ」の安全性・機能性等の向上を図った。また、窓シャッターにおい

ては、スタイリッシュなデザインと高機能・低価格を兼ね備えた「カルーチェⅣ」、家屋の内部からの取り付けを可能にする

「マドマスタールーマ」等の新仕様商品の開発を行った結果、当中間連結会計期間の研究開発費は652百万円となった。 

 建材関連製品事業のビル建材においては、「学校間仕切」・「トイレブース」の仕様充実・機能向上を図ると共に、市場要求

の強い少子高齢化社会への対応商品として学校・病院・高齢者福祉施設等向けに安全性・操作性・省スペース化を追求した自動

閉鎖装置付引き戸「カームスライダー」等の仕様追加を図った。また、住宅建材においては、環境対応商品として100％リサイク

ル素材を使用した木粉入樹脂製エクステリアシリーズ「テクモク」並びに住宅メーカー向け各種住宅部品の開発を行った結果、

当中間連結会計期間の研究開発費は124百万円となった。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はない。また、

新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。 

  

  



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項なし。 

  

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項なし。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 145,092,000 

計 145,092,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 72,196,487 72,196,487
東京証券取引所
市場第一部 

－ 

計 72,196,487 72,196,487 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成19年４月１日～
平成19年９月30日 

－ 72,196,487 － 15,051 － 12,151



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は日本マスタートラスト信託銀行㈱5,787千株、日本トラスティ・サー

ビス信託銀行㈱3,006千株、日興シティ信託銀行㈱2,215千株である。 

    ２．住生活グループファイナンス㈱から、平成18年７月14日付の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、同日

現在で以下の通り株式を保有している旨の報告を受けているが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株

式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。 

なお、住生活グループファイナンス㈱は、平成18年７月11日付でＪＳファイナンス㈱より商号変更をしている。 

３．㈱みずほ銀行及びその共同保有者である㈱みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行㈱から、平成19年１月22日付の大

量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、同日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨の報告を受け

ているが、当社として当中間会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含

めていない。 

  

 

    平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本マスタートラスト信託銀
行㈱ 

東京都港区浜松町２－11－３ 5,787 8.01 

文化シヤッター㈱ 東京都文京区西片１－17－３ 3,465 4.79 

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 3,407 4.72 

文化シヤッター社員持株会 東京都文京区西片１－17－３ 3,331 4.61 

文化シヤッター関連企業持株
会 

東京都文京区西片１－17－３ 3,301 4.57 

第一生命保険(相) 東京都千代田区有楽町１－13－１ 3,260 4.51 

日本トラスティ・サービス信
託銀行㈱ 

東京都中央区晴海１－８－11 3,006 4.16 

日興シティ信託銀行㈱ 東京都品川区東品川２－３－14 2,215 3.06 

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内１－２－１ 1,560 2.16 

住友金属工業㈱ 大阪府大阪市中央区北浜４－５－33 1,400 1.93 

計 － 30,736 42.57 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

住生活グループファイナン

ス㈱ 
東京都江東区大島２－１－１ 4,160 5.76 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 3,407 4.72 

㈱みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 836 1.16 

みずほ信託銀行㈱ 東京都中央区八重洲１－２－１ 513 0.71 



    ４．スパークス・アセット・マネジメント㈱から、平成19年８月21日付の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があ

り、同日現在で以下の通り株式を保有している旨の報告を受けているが、当社として当中間会計期間末時点における実

質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4,000株含まれている。また、「議決権の数」の

欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれている。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

 

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

スパークス・アセット・マ
ネジメント㈱ 

東京都品川区大崎１－11－２ゲート
シティ大崎 

5,225 7.24 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 3,465,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 68,258,000 68,258 － 

単元未満株式 普通株式  473,487 － － 

発行済株式総数 72,196,487 － － 

総株主の議決権 － 68,258 － 

      平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

文化シヤッター株式会社 
東京都文京区西片１
丁目17番３号 

3,465,000 － 3,465,000 4.79

計 － 3,465,000 － 3,465,000 4.79

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 732 719 708 755 690 604 

低（円） 695 677 684 685 555 498 



第５【経理の状況】 
  

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以

下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、

当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成して

いる。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中

間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間

連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表については、あずさ監査法人

により中間監査を受け、また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財務諸

表については、東陽監査法人により中間監査を受けている。 

 なお、当社の監査人は次の通り交代している。 

  前中間連結会計期間及び前中間会計期間 あずさ監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間 東陽監査法人 

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金     11,334 11,701   9,763 

２．受取手形及び売掛
金 

※４   32,018 31,676   37,177 

３．たな卸資産     12,172 12,933   11,677 

４．繰延税金資産     997 961   990 

５．その他の流動資産     2,601 2,810   2,430 

６．貸倒引当金     △232 △216   △243 

流動資産合計     58,891 59.7 59,867 60.8   61,796 61.4

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産 ※1.2        

(1)建物及び構築物   9,694   9,176 9,415  

(2)土地   7,789   7,768 7,789  

(3)その他の有形固
定資産 

  2,798 20,282 2,807 19,752 2,797 20,003 

２．無形固定資産     985 1,010   1,006 

３．投資その他の資産          

(1)投資有価証券   9,597   9,347 9,686  

(2)繰延税金資産   6,556   5,765 5,939  

(3)その他の投資そ
の他の資産 

  2,987   3,312 2,886  

(4)貸倒引当金   △669 18,471 △618 17,806 △649 17,863 

固定資産合計     39,739 40.3 38,569 39.2   38,873 38.6

資産合計     98,631 100.0 98,436 100.0   100,669 100.0

            



  

  

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形及び買掛
金 

※４   21,769 22,291   24,116 

２．短期借入金 ※２   1,744 1,787   1,713 

３．未払費用     4,989 5,223   5,747 

４．未払法人税等     709 391   601 

５．賞与引当金     2,052 1,980   2,061 

６．役員賞与引当金     45 49   100 

７．工事損失引当金     45 114   81 

８．その他の流動負債 ※４   3,380 3,063   2,587 

流動負債合計     34,735 35.2 34,902 35.5   37,011 36.8

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金 ※２   51 1   12 

２．退職給付引当金     16,354 15,790   15,780 

３．役員退職慰労引当
金 

    863 770   872 

４．受入保証金 ※２   2,242 2,139   2,174 

５．長期前受収益 ※２   194 180   187 

６．その他の固定負債     169 125   125 

固定負債合計     19,876 20.2 19,007 19.3   19,153 19.0

負債合計     54,611 55.4 53,910 54.8   56,164 55.8

           

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金     15,051 15.3 15,051 15.3   15,051 14.9

２．資本剰余金     14,162 14.3 14,163 14.4   14,162 14.1

３．利益剰余金     13,491 13.7 14,212 14.4   13,971 13.9

４．自己株式     △1,214 △1.2 △1,235 △1.3   △1,224 △1.2

株主資本合計     41,490 42.1 42,192 42.8   41,961 41.7

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．その他有価証券評
価差額金 

    2,528 2.5 2,333 2.4   2,542 2.5

評価・換算差額等合
計 

    2,528 2.5 2,333 2.4   2,542 2.5

純資産合計     44,019 44.6 44,526 45.2   44,504 44.2

負債純資産合計     98,631 100.0 98,436 100.0   100,669 100.0

           



②【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     56,365 100.0 56,915 100.0   120,208 100.0

Ⅱ 売上原価     41,100 72.9 42,159 74.1   88,917 74.0

売上総利益     15,264 27.1 14,756 25.9   31,291 26.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   13,413 23.8 13,378 23.5   27,070 22.5

営業利益     1,851 3.3 1,377 2.4   4,220 3.5

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息   9   27 28  

２．受取配当金   89   98 121  

３．受取賃貸料   33   43 60  

４．受取保険金   25   2 45  

５．負ののれん償却額   19   － 38  

６．その他の営業外収
益 

  29 206 0.4 50 222 0.4 97 391 0.3

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息   30   36 64  

２．その他の営業外費
用 

  22 53 0.1 30 66 0.1 47 112 0.1

経常利益     2,004 3.6 1,533 2.7   4,500 3.7

Ⅵ 特別利益          

１．固定資産売却益 ※２ 6   2 7  

２．貸倒引当金戻入額   2   17 6  

３．災害受取保険金   40   － 40  

４．その他の特別利益   1 49 0.1 0 19 0.0 1 56 0.1

Ⅶ 特別損失          

１．投資有価証券評価
損 

  －   19 36  

２．固定資産除却損 ※３ 28   7 48  

３．会員権等評価損   －   － 26  

４．特別補修費   39   38 96  

５．割増退職金   16   0 32  

６．和解金   －   17 6  

７．その他の特別損失   1 85 0.2 20 103 0.2 37 284 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    1,969 3.5 1,448 2.5   4,271 3.6

法人税、住民税及
び事業税 

  725   449 1,521  

法人税等調整額   172 898 1.6 345 795 1.4 786 2,308 2.0

中間（当期）純利
益 

    1,070 1.9 653 1.1   1,963 1.6

           



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

（注） 当社の平成18年６月の定時株主総会及び連結子会社の平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

 

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 14,159 12,933 △1,200 40,944

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）   △412   △412

役員賞与（注）   △100   △100

中間純利益   1,070   1,070

自己株式の取得   △16 △16

自己株式の処分   2 2 4

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

   

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 2 558 △13 546

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

15,051 14,162 13,491 △1,214 41,490

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

3,114 3,114 44,058

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注）   △412

役員賞与（注）   △100

中間純利益   1,070

自己株式の取得   △16

自己株式の処分   4

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△585 △585 △585

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△585 △585 △39

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

2,528 2,528 44,019



当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

  

 

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 14,162 13,971 △1,224 41,961

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △412   △412

中間純利益   653   653

自己株式の取得   △13 △13

自己株式の処分   1 1 3

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

   

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ 1 240 △11 230

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

15,051 14,163 14,212 △1,235 42,192

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

2,542 2,542 44,504

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当   △412

中間純利益   653

自己株式の取得   △13

自己株式の処分   3

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△208 △208 △208

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△208 △208 22

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

2,333 2,333 44,526



前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

（注） 当社の平成18年６月の定時株主総会及び連結子会社の平成18年５月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 14,159 12,933 △1,200 40,944

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注）   △412   △412

剰余金の配当   △412   △412

役員賞与（注）   △100   △100

当期純利益   1,963   1,963

自己株式の取得   △26 △26

自己株式の処分   2 2 5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

   

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ 2 1,038 △23 1,017

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 14,162 13,971 △1,224 41,961

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

3,114 3,114 44,058

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注）   △412

剰余金の配当   △412

役員賞与（注）   △100

当期純利益   1,963

自己株式の取得   △26

自己株式の処分   5

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△571 △571 △571

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△571 △571 445

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

2,542 2,542 44,504



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税金等調整前中間
（当期）純利益 

  1,969 1,448 4,271 

減価償却費   683 734 1,437 

負ののれん償却額   △19 － △38 

貸倒引当金の増減額   △75 △57 △85 

賞与引当金の増減額   40 △81 50 

役員賞与引当金の増
減額 

  45 △51 100 

退職給付引当金の増
減額 

  △354 △586 △927 

受取利息及び受取配
当金 

  △99 △125 △150 

支払利息   30 36 64 

投資有価証券評価損   － 19 36 

会員権等評価損   3 － 26 

固定資産処分損益   9 8 41 

売上債権の増減額   1,614 5,500 △3,543 

たな卸資産の増減額   △913 △1,255 △419 

仕入債務の増減額   △1,220 △1,824 1,127 

役員賞与の支払額   △100 － △100 

その他   △35 △405 359 

小計   1,577 3,359 2,248 

利息及び配当金の受
取額 

  100 126 149 

利息の支払額   △30 △36 △64 

法人税等の支払額   △1,401 △576 △2,225 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  246 2,873 109 



 

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の純増減額   10 △28 6 

投資有価証券の取得
による支出 

  △58 △31 △160 

有形固定資産の売却
による収入 

  11 35 18 

有形固定資産の取得
による支出 

  △211 △435 △986 

無形固定資産の売却
による収入 

  － 0 － 

無形固定資産の取得
による支出 

  △132 △137 △220 

貸付けによる支出   △65 △67 △109 

貸付金の回収による
収入 

  61 60 121 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △385 △603 △1,330 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入金の純増減
額 

  25 109 16 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △78 △46 △138 

自己株式取得による
支出 

  △11 △10 △21 

配当金の支払額   △412 △412 △825 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △477 △359 △969 



  

  

  次へ 

    
前中間連結会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  0 － 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増加額（△減少額） 

  △615 1,909 △2,190 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  11,770 9,579 11,770 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高 

  11,154 11,489 9,579 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 12社 連結子会社の数 11社 連結子会社の数 12社 

  主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 主要な連結子会社名 

  新生精機株式会社 

文化シヤッターサービス株式

会社 

株式会社テンパル 

ゆとりフォーム株式会社 

新生精機株式会社 

文化シヤッターサービス株式

会社 

ゆとりフォーム株式会社 

株式会社テンパル 

なお、前連結会計年度まで連

結子会社であった文化シャッ

ター市原販売㈱については、

平成19年４月１日付で当社と

合併したため、連結の範囲か

ら除いている。 

新生精機株式会社 

文化シヤッターサービス株式

会社 

ゆとりフォーム株式会社 

株式会社テンパル 

２．持分法の適用に関する事

項 

関連会社文化シヤッター秋田販

売株式会社他１社に対する投資に

ついては、それぞれ中間連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体として

も重要性がないため、持分法の適

用範囲から除外している。 

同左 関連会社文化シヤッター秋田販

売株式会社他１社に対する投資に

ついては、それぞれ連結純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の適用範

囲から除外している。 

文化シヤッター秋田販売株式会

社他１社の利益及び剰余金が連結

利益及び剰余金に占める割合は会

社間項目の消去前でそれぞれ

0.2％及び0.3％である。 

なお、利益基準の適用に当たっ

ては、 近５年間の平均によって

いる。 

３．連結子会社の（中間）決

算日等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は中間

連結決算日と同じである。 

同左  連結子会社の決算日は連結決算

日と同じである。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

  イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は総平均法によ

り算定） 

同左 決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は総平均法により算

定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  総平均法による原価法 同左 同左 



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 

  製品・仕掛品 同左 同左 

  主として総平均法による

原価法 

    

  原材料     

  主として 終仕入原価法

による原価法 

    

  商品・貯蔵品     

  主として個別法による原

価法 

    

  (2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

  イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 

  定率法 定率法 定率法 

   ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備は除く）については定

額法によっている。 

 なお、主な耐用年数は次の

通りである。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備は除く）については定

額法によっている。 

 なお、主な耐用年数は次の

通りである。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備は除く）については定

額法によっている。 

 なお、主な耐用年数は次の

通りである。 

  
  

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～13年

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具３～13年

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～13年

   また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却している。 

 また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却している。 

 また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却している。 

    （会計方針の変更）   

      当社及び連結子会社は法人税

法の改正に伴い、当中間連結会

計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更して

いる。 

  これによる損益に与える影響

は軽微である。 

  



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    （追加情報）   

      当社及び連結子会社は法人税

法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上している。 

  これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

がそれぞれ46百万円減少してい

る。 

  なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

いる。 

  

  ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

  定額法 同左 同左 

   なお、自社利用のソフトウ

ェアについては社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっている。 

    

  (3）重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金の計上基準 イ 貸倒引当金の計上基準 イ 貸倒引当金の計上基準 

   売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額

を計上している。 

同左 同左 

  ロ 賞与引当金の計上基準 ロ 賞与引当金の計上基準 ロ 賞与引当金の計上基準 

   従業員の賞与支給に備える

ため設定したもので、支給見

込額に基づき計上している。 

同左 同左 



 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ハ 役員賞与引当金の計上基準 ハ 役員賞与引当金の計上基準 ハ 役員賞与引当金の計上基準 

   役員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上してい

る。 

（会計方針の変更） 

当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第4号 

平成17年11月29日）を適用し

ている。これにより営業利

益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益は、それぞれ45

百万円減少している。 

なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載し

ている。 

 役員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上してい

る。 

 役員の賞与の支給に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける支給見込額に基づき計上

している。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第4号 平成

17年11月29日）を適用してい

る。これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ100百万

円減少している。 

なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載し

ている。 

  ニ 退職給付引当金の計上基準 ニ 退職給付引当金の計上基準 ニ 退職給付引当金の計上基準 

   当社及び連結子会社のうち

４社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末におい

て発生していると認められる

額を計上している。その他の

連結子会社は、退職給付の重

要性が乏しいため退職給付会

計基準における簡便法（当中

間連結会計期間末における要

支給額の100％相当額を計

上）を適用している。 

 なお、数理計算上の差異は

各連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理すること

としている。また、過去勤務

債務は、従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用

処理することとしている。 

同左  当社及び連結子会社のうち

４社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計

上している。その他の連結子

会社は、退職給付の重要性が

乏しいため退職給付会計基準

における簡便法（当連結会計

年度末における要支給額の

100％相当額を計上）を適用

している。 

 数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ている。また、過去勤務債務

は、従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）

による定額法により費用処理

することとしている。 



  
 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ホ 役員退職慰労引当金の計上

基準 

ホ 役員退職慰労引当金の計上

基準 

ホ 役員退職慰労引当金の計上

基準 

   役員の退職金支給に備える

ため、それぞれの内規に基づ

く中間連結会計期間末におけ

る要支給額全額を計上してい

る。 

なお、当社は、平成18年6

月29日の定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金制度を

廃止し、それまでの在任期間

に対応する金額は対象役員の

退任時に支払うこととしてい

るため、役員退職慰労引当金

については、制度廃止以降の

繰入れはなく、対象役員の退

任時に取り崩すこととしてい

る。 

同左  役員の退職金支給に備える

ため、それぞれの内規に基づ

く期末要支給額全額を計上し

ている。 

なお、当社は、平成18年6月

29日の定時株主総会の日をも

って役員退職慰労金制度を廃

止し、それまでの在任期間に

対応する金額は対象役員の退

任時に支払うこととしている

ため、役員退職慰労引当金に

ついては、制度廃止以降の繰

入れはなく、対象役員の退任

時に取り崩すこととしてい

る。 

  ヘ 工事損失引当金の計上基準 ヘ 工事損失引当金の計上基準 ヘ 工事損失引当金の計上基準 

  工事の完成に伴い発生する

ことが確実な受注工事の損失

に備えるため、工事原価の発

生見込額が受注金額を超過す

る可能性が高い当中間連結会

計期間末手持工事のうち、当

該超過額を合理的に見積もる

ことが可能となった工事につ

いて、当下半期以降の損失見

込額を計上している。 

同左  工事の完成に伴い発生する

ことが確実な受注工事の損失

に備えるため、工事原価の発

生見込額が受注金額を超過す

る可能性が高い期末手持工事

のうち、当該超過額を合理的

に見積もることが可能となっ

た工事について、翌連結会計

年度以降の損失見込額を計上

している。 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し為替差額は損益とし

て処理している。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し為替差額は損益とし

て処理している。 

  (5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っている。 

同左 同左 

  (6）消費税等の会計処理 (6）消費税等の会計処理 (6）消費税等の会計処理 

  税抜方式によっている。 同左 同左 

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっている。 

同左 同左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用している。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は44,019百万円である。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成している。 

  当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用している。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は44,504百万円である。 

なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成している。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） ────── 

「未払費用」は、前中間連結会計期間末は、流動負債の

「その他の流動負債」に含めて表示していたが、当中間

連結会計期間末において資産の総額の100分の５を超え

たため区分掲記した。 

 なお、前中間連結会計期間末の「未払費用」の金額は

4,353百万円である。 

  

（中間連結損益計算書） ────── 

１．「割増退職金」は、前中間連結会計期間まで「その

他の特別損失」に含めて表示していたが、特別損失の

総額の100分の10を越えたため区分掲記した。 

なお、前中間連結会計期間における「割増退職金」

の金額は23百万円である。 

２．前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から「負ののれん償却額」と表示している。 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） ────── 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示している。 

  



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

  

 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※１． 有形固定資産の減価償却累計額は25,449百万円

である。 

※１． 有形固定資産の減価償却累計額は26,288百万円

である。 

※１． 有形固定資産の減価償却累計額は25,857百万円

である。 

※２． 担保に供されている資産 ※２． 担保に供されている資産 ※２． 担保に供されている資産 

  担保資産   担保資産   担保資産 

  
  
建物及び構築
物 

2,195百万円 (840百万円)

機械装置及び
運搬具 

143百万円 (143百万円)

工具器具及び
備品 

0百万円 (0百万円)

土地 1,029百万円 (517百万円)

合計 3,368百万円 (1,502百万円)

  
  
建物及び構築
物 

2,087百万円 (796百万円)

機械装置及び
運搬具 

238百万円 (238百万円)

工具器具及び
備品 

0百万円 (0百万円)

土地 1,029百万円 (517百万円)

合計 3,356百万円 (1,553百万円)

  
建物及び構築
物 

2,146百万円 (824百万円)

機械装置及び
運搬具 

270百万円 (270百万円)

工具器具及び
備品 

0百万円 (0百万円)

土地 1,029百万円 (517百万円)

合計 3,446百万円 (1,613百万円)

  担保付債務   担保付債務   担保付債務 

  
  
短期借入金 930百万円 (930百万円)

長期借入金 156百万円 (156百万円)

（１年以内返済予定額含む） 

受入保証金 1,520百万円 (－百万円)

長期前受収益 186百万円 (－百万円)

合計 2,793百万円 (1,086百万円)

  
  
短期借入金 1,079百万円 (1,079百万円)

長期借入金 49百万円 (49百万円)

（１年以内返済予定額含む） 

受入保証金 1,438百万円 (－百万円)

長期前受収益 173百万円 (－百万円)

合計 2,740百万円 (1,128百万円)

  
短期借入金 930百万円 (930百万円)

長期借入金 96百万円 (96百万円)

（１年以内返済予定額含む） 

受入保証金 1,479百万円 (－百万円)

長期前受収益 180百万円 (－百万円)

合計 2,685百万円 (1,026百万円)

  上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並びに

対応債務を示している。 

  上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並びに

対応債務を示している。 

  上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並びに

対応債務を示している。 

３． 受取手形裏書譲渡高 214百万円 ３． 受取手形裏書譲渡高 190百万円 ３． 受取手形裏書譲渡高 181百万円 

※４． 中間連結会計期間末日満期手形 ※４． 中間連結会計期間末日満期手形 ※４． 連結会計年度末日満期手形 

  中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったが、満期日に決済が行われたも

のとして処理している。当中間連結会計期間末

日満期手形の金額は、次の通りである。 

  中間連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、当中間連結会計期間の末日は金融機関

の休日であったが、満期日に決済が行われたも

のとして処理している。当中間連結会計期間末

日満期手形の金額は、次の通りである。 

  連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、当連結会計年度の末日は金融機関の休日で

あったが、満期日に決済が行われたものとして

処理している。当連結会計年度末日満期手形の

金額は次の通りである。 

  
  

受取手形 1,400百万円 

支払手形 245百万円 

  
  

受取手形 1,076百万円 

支払手形 204百万円 

設備関係支払手形 31百万円 

  受取手形 1,138百万円 

支払手形 384百万円 

設備関係支払手形 11百万円 



（中間連結損益計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１． 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

の通りである。 

※１． 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

の通りである。 

※１． 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次

の通りである。 

  
  

  

減価償却費 238百万円

貸倒引当金繰入
額 

68百万円

賞与引当金繰入
額 

1,254百万円

退職給付費用 456百万円

役員賞与引当金
繰入額 

45百万円

役員退職慰労引
当金繰入額 

22百万円

役員報酬・賞与
及び給与手当 

5,091百万円

  
  

  

減価償却費 236百万円

貸倒引当金繰入
額 

38百万円

貸倒損失 0百万円

賞与引当金繰入
額 

1,134百万円

退職給付費用 431百万円

役員賞与引当金
繰入額 

49百万円

役員退職慰労引
当金繰入額 

6百万円

役員報酬・賞与
及び給与手当 

5,140百万円

  減価償却費 484百万円

貸倒引当金繰入
額 

160百万円

貸倒損失 69百万円

賞与引当金繰入
額 

1,263百万円

役員賞与引当金

繰入額 
100百万円

退職給付費用 909百万円

役員退職慰労引
当金繰入額 

36百万円

役員報酬・賞与
及び給与手当 

11,365百万円

※２． 固定資産売却益は、機械装

置及び運搬具の売却益5百万

円他によるものである。 

※２． 固定資産売却益は、土地の

売却益1百万円他によるもの

である。 

※２． 固定資産売却益は、機械装

置及び運搬具の売却益7百万

円他によるものである。 

※３． 固定資産除却損は、建物及

び構築物22百万円、工具器

具及び備品3百万円並びに機

械装置及び運搬具1百万円他

によるものである。 

※３． 固定資産除却損は、機械装

置及び運搬具4百万円並びに

工具器具及び備品2百万円他

によるものである。 

※３． 固定資産除却損は、建物及

び構築物30百万円、機械装

置及び運搬具7百万円並びに

工具器具及び備品10百万円

他によるものである。 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加21,770株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少5,898株は、単元未満株式の買増し請求による減少である。 

  

 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（株） 

発行済株式 

普通株式 72,196,487 - - 72,196,487 

合計 72,196,487 - - 72,196,487 

自己株式 

普通株式（注１．２） 3,421,267 21,770 5,898 3,437,139 

合計 3,421,267 21,770 5,898 3,437,139 



２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加19,339株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少5,326株は、単元未満株式の売渡しによる減少である。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

  

 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 412 6 平成18年３月31日 平成18年６月30日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 412 利益剰余金 6 平成18年９月30日 平成18年12月11日

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期
間増加株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間減少株式数 

（株） 

当中間連結会計期
間末株式数 

（株） 

発行済株式 

普通株式 72,196,487 - - 72,196,487 

合計 72,196,487 - - 72,196,487 

自己株式 

普通株式（注１．２） 3,451,231 19,339 5,326 3,465,244 

合計 3,451,231 19,339 5,326 3,465,244 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 412 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年11月13日 
取締役会 

普通株式 412 利益剰余金 6 平成19年９月30日 平成19年12月11日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加37,158株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少7,194株は、単元未満株式の売渡しによる減少である。 

  

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式 

普通株式 72,196,487 - - 72,196,487 

合計 72,196,487 - - 72,196,487 

自己株式 

普通株式（注１．２） 3,421,267 37,158 7,194 3,451,231 

合計 3,421,267 37,158 7,194 3,451,231 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 412 6 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月14日 
取締役会 

普通株式 412 6 平成18年９月30日 平成18年12月11日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 412 利益剰余金 6 平成19年３月31日 平成19年６月29日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 11,334百万円

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△179百万円

現金及び現金同等物 11,154百万円

  
現金及び預金勘定 11,701百万円

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△212百万円

現金及び現金同等物 11,489百万円

現金及び預金勘定 9,763百万円

預金期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△183百万円

現金及び現金同等物 9,579百万円



（リース取引関係） 

 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引に係る注記 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引に係る注記 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引に係る注記 

〈借主側〉 〈借主側〉 〈借主側〉 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

462 221 241

工具器具
及び備品 

2,701 1,469 1,232

合計 3,164 1,690 1,474

  

  

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円)

中間期
末残高
相当額 
(百万円)

機械装置
及び運搬
具 

523 256 267

工具器具
及び備品 

2,696 1,602 1,094

合計 3,220 1,858 1,361

取得価
額相当
額 
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額 
(百万円) 

期末残
高相当
額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬
具 

465 223 241 

工具器具
及び備品 

2,734 1,562 1,172 

合計 3,199 1,786 1,413 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料中間期末残高相

当額 

未経過リース料期末残高相当額 

  
１年以内 646百万円

１年超 847 

計 1,493 

  
１年以内 627百万円

１年超 749 

計 1,377 

１年以内 689百万円

１年超 750 

計 1,440 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 
  
支払リース料 379百万円

減価償却費相当額 365百万円

支払利息相当額 15百万円

  
支払リース料 399百万円

減価償却費相当額 375百万円

支払利息相当額 19百万円

支払リース料 761百万円

減価償却費相当額 717百万円

支払利息相当額 28百万円

４．減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

いる。 

同左 同左 

・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につい

ては利息法によっている。 

同左 同左 

〈貸主側〉 〈貸主側〉 〈貸主側〉 

 該当事項なし。 該当事項なし。  該当事項なし。 



  

  

  次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 

〈借主側〉 〈借主側〉 〈借主側〉 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年以内 15百万円

１年超 75 

計 91 

  
１年以内 15百万円

１年超 59 

計 75 

１年以内 15百万円

１年超 67 

計 83 

〈貸主側〉 〈貸主側〉 〈貸主側〉 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年以内 316百万円

１年超 4,126 

計 4,443 

  
１年以内 316百万円

１年超 3,810 

計 4,126 

１年以内 316百万円

１年超 3,968 

計 4,284 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失

はない。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行ったものはない。なお、当該株式

の減損処理の基準については、時価が取得原価に比べて、50％以上の下落率によっている。 

  

２．時価のない主な有価証券の内容 

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 4,088 8,334 4,245 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 4,088 8,334 4,245 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 － 

合計 － 

(2)その他有価証券 

非上場株式 1,259 

合計 1,259 



当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について19百万円減損処理を行っている。なお、当該株

式の減損処理の基準については、時価が取得原価に比べて、50％以上の下落率によっている。 

  

２．時価のない主な有価証券の内容 

  

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

  

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について36百万円減損処理を行っている。なお、当該株式の

減損処理の基準については、時価が取得原価に比べて、50％以上の下落率によっている。 

 

  取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1)株式 4,101 8,018 3,916 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 4,101 8,018 3,916 

  中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 － 

合計 － 

(2)その他有価証券 

非上場株式 1,325 

合計 1,325 

  取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
差額（百万円） 

(1)株式 4,053 8,320 4,266 

(2)債券 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3)その他 － － － 

合計 4,053 8,320 4,266 



２．時価のない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19

年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はない。 

  

  

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 － 

合計 － 

(2)その他有価証券 

非上場株式 1,361 

合計 1,361 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

  

  

 

  

前中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

シャッター
関連製品事
業 
（百万円） 

建材関連製
品事業 

（百万円） 

リフォーム
事業 
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対
する売上高 

28,117 18,000 3,562 6,684 56,365 － 56,365

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

886 1 2 360 1,249 (1,249) －

計 29,004 18,001 3,564 7,044 57,614 (1,249) 56,365

営業費用 26,714 17,461 3,595 6,576 54,347 167 54,514

営業利益又は営業損
失（△） 

2,289 540 △30 468 3,267 (1,416) 1,851

  

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

シャッター
関連製品事
業 
（百万円） 

建材関連
製品事業 
（百万円） 

サービス事
業 
（百万円）

リフォー
ム事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対
する売上高 

26,380 19,603 5,228 3,938 1,765 56,915 － 56,915

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

999 1 415 3 48 1,467 (1,467) －

計 27,379 19,604 5,643 3,941 1,813 58,383 (1,467) 56,915

営業費用 25,480 19,232 5,246 3,849 1,704 55,512 25 55,537

営業利益 1,899 372 397 92 109 2,871 (1,493) 1,377



（注）１．事業区分は、売上集計区分によっている。 

２．各事業の主要な製品 

(1)シャッター関連製品事業……軽量シャッター・重量シャッター・オーバードア・パネルシャッター・窓シャッター・

シャッター関連 

(2)建材関連製品事業……………エクステリア・横引き雨戸・ドア・パーティション 

(3)サービス事業…………………保守・修理 

(4)リフォーム事業………………リフォーム 

(5)その他事業……………………賃貸収入 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

４．会計方針の変更 

 （前中間連結会計期間） 

  「中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項」４．（３）ハに記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は45百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

 （前連結会計年度） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（３）ハに記載のとおり、当連結会計年度より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用している。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は100百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

  

 

  

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

シャッター
関連製品事
業 
（百万円） 

建材関連製
品事業 

（百万円） 

リフォーム
事業 
（百万円） 

その他事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高      

(1）外部顧客に対
する売上高 

57,943 40,603 7,561 14,100 120,208 － 120,208

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

2,008 5 2 787 2,804 (2,804) －

計 59,952 40,609 7,564 14,887 123,013 (2,804) 120,208

営業費用 55,206 39,411 7,482 13,821 115,922 65 115,987

営業利益 4,745 1,198 81 1,065 7,091 (2,870) 4,220

  
前中間連結会計期間 

（百万円） 
当中間連結会計期間

（百万円） 
前連結会計年度
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の
項目に含めた配
賦不能営業費用
の金額 

1,411 1,489 2,865
当社本社の総務部・人事部
等管理部門に係る費用 



５．事業区分の変更 

      前中間連結会計期間及び前連結会計年度において「その他事業」に含めて表示していた「サービス事業」は、当該事業

の営業利益が全セグメントの営業利益の合計額の10％を超えたため、当中間連結会計期間から区分表示している。 

なお、前中間連結会計期間の「その他事業」に含めて表示していた「サービス事業」の外部顧客に対する売上高は4,760

百万円、セグメント間の内部売上高又は振替高は311百万円、営業費用は4,758百万円、営業利益は313百万円である。ま

た、前連結会計年度の「その他事業」に含めて表示していた「サービス事業」の外部顧客に対する売上高は10,021百万

円、セグメント間の内部売上高又は振替高は670百万円、営業費用は9,984百万円、営業利益は708百万円である。 

また、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区分の方

法により区分すると次の通りとなる。 

  

  

 

  

前中間連結会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

シャッター
関連製品事
業 
（百万円） 

建材関連
製品事業 
（百万円） 

サービス事
業 
（百万円）

リフォー
ム事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対
する売上高 

28,117 18,000 4,760 3,562 1,924 56,365 － 56,365

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

886 1 311 2 48 1,249 (1,249) －

計 29,004 18,001 5,071 3,564 1,973 57,614 (1,249) 56,365

営業費用 26,714 17,461 4,758 3,595 1,817 54,347 167 54,514

営業利益又は営業損
失（△） 

2,289 540 313 △30 155 3,267 (1,416) 1,851

  

前連結会計年度
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

シャッター
関連製品事
業 
（百万円） 

建材関連
製品事業 
（百万円） 

サービス事
業 
（百万円）

リフォー
ム事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円） 

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対
する売上高 

57,943 40,603 10,021 7,561 4,078 120,208 － 120,208

(2）セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

2,008 5 670 2 116 2,804 (2,804) －

計 59,952 40,609 10,692 7,564 4,194 123,013 (2,804) 120,208

営業費用 55,206 39,411 9,984 7,482 3,837 115,922 65 115,987

営業利益 4,745 1,198 708 81 357 7,091 (2,870) 4,220



６．追加情報 

 （当中間連結会計期間） 

  「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）イに記載の通り、当中間連結会計期間より、平成

19年３月31日以前に取得した資産については、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、「シャッター関連製品事業」が24百万円、「建材

関連製品事業」が13百万円、「サービス事業」が1百万円、「リフォーム事業」が0百万円、「その他事業」が2百万円、

「消去又は全社」が5百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

  

  



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成

19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略している。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成

19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、その記載を省略している。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りである。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 

  

(2）【その他】 

 該当事項なし。 

  

  

  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 640円20銭

１株当たり中間純利益
金額 

15円57銭

  

１株当たり純資産額 647円83銭

１株当たり中間純利益
金額 

9円51銭

１株当たり純資産額 647円38銭

１株当たり当期純利益
金額 

28円56銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,070 653 1,963 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

1,070 653 1,963 

期中平均株式数（株） 68,766,998 68,735,764 68,759,166 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金   8,174   8,355 6,214  

２．受取手形 ※４ 11,609   11,269 12,950  

３．売掛金   18,208   18,176 22,092  

４．たな卸資産   10,755   11,422 10,140  

５．繰延税金資産   715   658 709  

６．その他   2,835   2,845 2,479  

７．貸倒引当金   △203   △175 △209  

流動資産合計     52,095 58.5 52,552 59.9   54,378 60.3

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産 ※1.2        

(1)建物   8,628   8,149 8,373  

(2)土地   6,810   6,795 6,810  

(3)建設仮勘定   114   123 126  

(4)その他の有形固
定資産 

  2,514   2,418 2,382  

有形固定資産計   18,068   17,487 17,692  

２．無形固定資産   804   822 794  

３．投資その他の資産          

(1)投資有価証券   9,542   9,302 9,629  

(2)繰延税金資産   5,569   4,931 5,033  

(3)投資その他の資
産 

  3,598   3,476 3,470  

(4)貸倒引当金   △680   △679 △702  

(5)投資損失引当金   －   △90 △63  

投資その他の資産計   18,029   16,941 17,368  

固定資産合計     36,903 41.5 35,252 40.1   35,855 39.7

資産合計     88,998 100.0 87,804 100.0   90,233 100.0

           



  
 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．支払手形 ※４ 7,119   7,112 7,984  

２．買掛金   12,884   13,029 14,038  

３．短期借入金 ※２ 1,580   1,580 1,580  

４．未払費用   4,565   4,840 5,271  

５．未払法人税等   429   109 298  

６．賞与引当金   1,524   1,374 1,500  

７．役員賞与引当金   45   45 90  

８．工事損失引当金   45   114 81  

９．その他 ※３ 2,825   2,330 1,938  

流動負債合計     31,019 34.9 30,536 34.8   32,782 36.3

Ⅱ 固定負債          

１．退職給付引当金   13,980   13,223 13,522  

２．役員退職慰労引当
金 

  794   719 794  

３．その他 ※２ 2,400   2,289 2,333  

固定負債合計     17,175 19.3 16,233 18.5   16,650 18.5

負債合計     48,194 54.2 46,769 53.3   49,432 54.8



  

  

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金     15,051 16.9 15,051 17.1   15,051 16.7

２．資本剰余金          

(1)資本準備金   12,151   12,151 12,151  

(2)その他資本剰余
金 

  2,010   2,012 2,011  

資本剰余金合計     14,162 15.9 14,163 16.1   14,162 15.7

３．利益剰余金          

(1)その他利益剰余
金 

         

土地圧縮積立金   26   26 26  

別途積立金   8,000   8,000 8,000  

繰越利益剰余金   2,253   2,693 2,247  

利益剰余金合計     10,279 11.6 10,719 12.2   10,273 11.4

４．自己株式     △1,214 △1.4 △1,235 △1.4   △1,224 △1.4

株主資本合計     38,278 43.0 38,699 44.0   38,263 42.4

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．その他有価証券評
価差額金 

    2,524 2.8 2,335 2.7   2,537 2.8

評価・換算差額等合
計 

    2,524 2.8 2,335 2.7   2,537 2.8

純資産合計     40,803 45.8 41,035 46.7   40,800 45.2

負債純資産合計     88,998 100.0 87,804 100.0   90,233 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     47,691 100.0 47,777 100.0   102,337 100.0

Ⅱ 売上原価     35,769 75.0 36,476 76.3   78,023 76.2

売上総利益     11,922 25.0 11,300 23.7   24,314 23.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    10,644 22.3 10,557 22.1   21,470 21.0

営業利益     1,277 2.7 742 1.6   2,844 2.8

Ⅳ 営業外収益 ※１   631 1.3 675 1.4   791 0.8

Ⅴ 営業外費用 ※２   40 0.1 50 0.1   87 0.1

経常利益     1,868 3.9 1,367 2.9   3,548 3.5

Ⅵ 特別利益 ※３   45 0.1 66 0.1   46 0.0

Ⅶ 特別損失 ※４   110 0.2 110 0.2   316 0.3

税引前中間（当期）
純利益 

    1,803 3.8 1,324 2.8   3,277 3.2

法人税、住民税及び
事業税 

  455   173 989  

法人税等調整額   178 633 1.3 292 465 1.0 711 1,700 1.7

中間（当期）純利益     1,170 2.5 858 1.8   1,577 1.5

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計 

土地圧
縮積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 12,151 2,008 14,159 26 7,000 2,585 9,611 △1,200 37,622

中間会計期間中の変動額      

別途積立金の積立て（注）   1,000 △1,000 －   －

剰余金の配当（注）   △412 △412   △412

役員賞与（注）   △90 △90   △90

中間純利益   1,170 1,170   1,170

自己株式の取得     △16 △16

自己株式の処分   2 2   2 4

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

     

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 2 2 － 1,000 △332 667 △13 656

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

15,051 12,151 2,010 14,162 26 8,000 2,253 10,279 △1,214 38,278

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

3,108 3,108 40,731

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △412

役員賞与（注）   △90

中間純利益   1,170

自己株式の取得   △16

自己株式の処分   4

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△584 △584 △584

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△584 △584 72

平成18年９月30日 残高 
（百万円） 

2,524 2,524 40,803



当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

  

 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計 

土地圧
縮積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 12,151 2,011 14,162 26 8,000 2,247 10,273 △1,224 38,263

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当   △412 △412   △412

中間純利益   858 858   858

自己株式の取得     △13 △13

自己株式の処分   1 1   1 3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

     

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 1 1 － － 445 445 △11 435

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

15,051 12,151 2,012 14,163 26 8,000 2,693 10,719 △1,235 38,699

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

2,537 2,537 40,800

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当   △412

中間純利益   858

自己株式の取得   △13

自己株式の処分   3

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額） 

△201 △201 △201

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△201 △201 234

平成19年９月30日 残高 
（百万円） 

2,335 2,335 41,035



前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

  

  次へ 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本準

備金 

その他
資本剰
余金 

資本剰
余金合
計 

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計 

土地圧
縮積立
金 

別途積
立金 

繰越利
益剰余
金 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 12,151 2,008 14,159 26 7,000 2,585 9,611 △1,200 37,622

事業年度中の変動額      

別途積立金の積立て（注）   1,000 △1,000 －   －

剰余金の配当（注）   △412 △412   △412

剰余金の配当   △412 △412   △412

役員賞与（注）   △90 △90   △90

当期純利益   1,577 1,577   1,577

自己株式の取得     △26 △26

自己株式の処分   2 2   2 5

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

     

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 2 2 － 1,000 △337 662 △23 641

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

15,051 12,151 2,011 14,162 26 8,000 2,247 10,273 △1,224 38,263

  

評価・換算差額等 

純資産合計
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高 
（百万円） 

3,108 3,108 40,731

事業年度中の変動額  

別途積立金の積立て（注）   －

剰余金の配当（注）   △412

剰余金の配当   △412

役員賞与（注）   △90

当期純利益   1,577

自己株式の取得   △26

自己株式の処分   5

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

△571 △571 △571

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△571 △571 69

平成19年３月31日 残高 
（百万円） 

2,537 2,537 40,800



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  総平均法による原価法 同左 同左 

  その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は

総平均法により算定） 

同左 期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は総平

均法により算定） 

  時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

  総平均法による原価法 同左 同左 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  評価基準 同左 同左 

  製品・商品・仕掛品・原材

料・貯蔵品…原価法 

    

  評価方法     

  製品・仕掛品…総平均法     

  商品・貯蔵品…個別法     

  原材料… 終仕入原価法     

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法を採用している。ただ

し、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によっ

ている。 

 なお、主な耐用年数は以下の

通りである。 

 定率法を採用している。ただ

し、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によっ

ている。 

 なお、主な耐用年数は以下の

通りである。 

 定率法を採用している。ただ

し、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備は除

く）については、定額法によっ

ている。 

 なお、主な耐用年数は以下の

通りである。 

  
  
建物及び構築物 ３年～65年

機械及び装置 ３年～13年

建物及び構築物 ３年～65年

機械及び装置 ３年～13年

建物及び構築物 ３年～65年

機械及び装置 ３年～13年

   また、取得価額が10万円以上

20万円未満の減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却をし

ている。 

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却をし

ている。 

 また、取得価額が10万円以上

20万円未満の減価償却資産につ

いては、３年間で均等償却をし

ている。 

    （会計方針の変更）   

      法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

している。 

  これによる損益に与える影響

は軽微である。 

  



  
 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    （追加情報）   

      法人税法改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて

計上している。 

  これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ34百万円減少している。 

  

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用している。 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法によっている。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上してい

る。 

同左 同左 

  (2)    － (2）投資損失引当金 (2)投資損失引当金 

     関係会社への投資に対する損

失に備えるため、当該関係会社

の資産内容等を勘案して計上し

ている。 

同左 

  (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 (3）賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備えるた

め設定したもので、支給見込額

に基づき計上している。 

同左 同左 



  
 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (4) 役員賞与引当金 (4) 役員賞与引当金 (4) 役員賞与引当金 

   役員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度における支給見

込額の当中間会計期間負担額を

計上している。 

 役員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度における支給見

込額の当中間会計期間負担額を

計上している。 

 役員の賞与の支給に備えるた

め、当事業年度における支給見

込額に基づき計上している。 

（会計方針の変更） 

  当事業年度より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29

日）を適用している。 

  これにより営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、そ

れぞれ90百万円減少している。 

  （会計方針の変更）   

    当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号 平成17年11月

29日）を適用している。 

  これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ45百万円減少している。 

  

  (5）退職給付引当金 (5）退職給付引当金 (5）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。 

 また、過去勤務債務は、従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により費用処理することとして

いる。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。 

 数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。 

 また、過去勤務債務は、従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法

により費用処理することとして

いる。 

  (6）役員退職慰労引当金 (6）役員退職慰労引当金 (6）役員退職慰労引当金 

   役員の退職金支給に備えるた

め設定したもので、内規に基づ

く中間会計期間末における要支

給額全額を計上している。 

 なお、平成18年６月29日の定

時株主総会の日をもって役員退

職慰労金制度を廃止し、それま

での在任期間に対応する金額は

対象役員の退任時に支払うこと

としているため、役員退職慰労

引当金については、制度廃止以

降の繰入れはなく、対象役員の

退任時に取り崩すこととしてい

る。 

同左  役員の退職金支給に備えるた

め設定したもので、内規に基づ

く期末要支給額全額を計上して

いる。 

なお、平成18年６月29日の定

時株主総会の日をもって役員退

職慰労金制度を廃止し、それま

での在任期間に対応する金額は

対象役員の退任時に支払うこと

としているため、役員退職慰労

引当金については、制度廃止以

降の繰入れはなく、対象役員の

退任時に取り崩すこととしてい

る。 



  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (7) 工事損失引当金 (7) 工事損失引当金 (7) 工事損失引当金 

   工事の完成に伴い発生するこ

とが確実な受注工事の損失に備

えるため、工事原価の発生見込

額が受注金額を超過する可能性

が高い当中間会計期間末手持工

事のうち、当該超過額を合理的

に見積ることが可能となった工

事について、当下半期以降の損

失見込額を計上している。 

同左  工事の完成に伴い発生するこ

とが確実な受注工事の損失に備

えるため、工事原価の発生見込

額が受注金額を超過する可能性

が高い期末手持工事のうち、当

該超過額を合理的に見積ること

が可能となった工事について、

翌事業年度以降の損失見込額を

計上している。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理している。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ている。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっている。 

同左 同左 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は40,803百万円である。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成している。 

   当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用している。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は40,800百万円である。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成してい

る。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間貸借対照表） ────── 

「未払費用」は、前中間会計期間末は、流動負債の

「その他」に含めて表示していたが、当中間会計期

間末において資産の総額の100分の５を超えたため区

分掲記した。 

なお、前中間会計期間末の「未払費用」の金額は

4,080百万円である。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

21,033百万円 21,804百万円 21,465百万円 

※２．担保資産 ※２．担保資産 ※２．担保資産 
  
土地 920 (408)百万円

建物 1,852 (516)百万円

構築物 36 ( 18)百万円

計 2,809 (943)百万円

  
土地 920 (408)百万円

建物 1,761 (484)百万円

構築物 32 ( 16)百万円

計 2,713 (910)百万円

土地 920 (408)百万円

建物 1,805 (500)百万円

構築物 35 ( 18)百万円

計 2,760 (927)百万円

 上記有形固定資産は  上記有形固定資産は  上記有形固定資産は 
  

短期借入金 930 (930)百万円

受入保証金 1,520 ( －)百万円

長期前受収益 186 ( －)百万円

計 2,637 (930)百万円

  
短期借入金 930 (930)百万円

受入保証金 1,438 ( －)百万円

長期前受収益 173 ( －)百万円

計 2,542 (930)百万円

短期借入金 930 (930)百万円

受入保証金 1,479 ( －)百万円

長期前受収益 180 ( －)百万円

計 2,589 (930)百万円

の担保に供している。 

 上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並

びに対応債務を示している。 

の担保に供している。 

 上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並

びに対応債務を示している。 

の担保に供している。 

 上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並

びに対応債務を示している。 

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．    ────── 

 売上等に係る仮受消費税等と仕入等に

係る仮払消費税等は相殺の上、流動負債

「その他」に含めて表示している。 

同左   

※４．中間期末日満期手形 ※４．中間期末日満期手形 ※４．期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理をしている。当中間

期末日満期手形の金額は、次の通りであ

る。 

 中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日であったが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理している。当中間期

末日満期手形の金額は、次の通りであ

る。 

 期末日満期手形の会計処理について

は、当期の末日は金融機関の休日であっ

たが、満期日に決済が行われたものとし

て処理している。期末日満期手形の金額

は、次の通りである。 
  

受取手形 1,073百万円

支払手形 60百万円
  

受取手形 1,091百万円

支払手形 53百万円

  

  
受取手形 1,019百万円



（中間損益計算書関係） 

  

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加21,770株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少5,898株は、単元未満株式の買増し請求による減少である。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加19,339株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少5,326株は、単元未満株式の売渡しによる減少である。 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
  

受取利息 13百万円

受取配当金 530百万円

  
受取利息 28百万円

受取配当金 550百万円

受取利息 34百万円

受取配当金 562百万円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
  

支払利息 29百万円
  

支払利息 34百万円 支払利息 62百万円

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
  

災害受取保険
金 

40百万円

  
抱合せ株式消
滅差益 

49百万円 災害受取保険
金 

40百万円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 
  

  

特別補修費 29百万円

貸倒引当金繰
入額 

48百万円

 

  

特別補修費 31百万円

投資損失引当
金繰入額 

26百万円

投資有価証券
評価損 

19百万円

特別補修費 76百万円

投資損失引当
金繰入額 

63百万円

貸倒引当金繰
入額 

47百万円

投資有価証券
評価損 

36百万円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 
  

有形固定資産 498百万円

無形固定資産 74百万円

  
有形固定資産 502百万円

無形固定資産 81百万円

有形固定資産 1,036百万円

無形固定資産 150百万円

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式（注１．２） 3,421,267 21,770 5,898 3,437,139 

合計 3,421,267 21,770 5,898 3,437,139 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当中間会計期間増
加株式数（株） 

当中間会計期間減
少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式（注１．２） 3,451,231 19,339 5,326 3,465,244 

合計 3,451,231 19,339 5,326 3,465,244 



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加37,158株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の減少7,194株は、単元未満株式の売渡しによる減少である。 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注１．２） 3,421,267 37,158 7,194 3,451,231 

合計 3,421,267 37,158 7,194 3,451,231 



（リース取引関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

＜借主側＞ ＜借主側＞ ＜借主側＞ 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び期末残高相当額 

  
  工具器具及び備品等

取得価額相当額 2,613百万円

減価償却累計額
相当額 

1,422百万円

中間期末残高相
当額 

1,191百万円

  
  工具器具及び備品等

取得価額相当額 2,608百万円

減価償却累計額
相当額 

1,557百万円

中間期末残高相
当額 

1,051百万円
  

  工具器具及び備品等 

取得価額相当額 2,660百万円

減価償却累計額
相当額 

1,518百万円

期末残高相当額 1,141百万円

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

  未経過リース料期末残高相当額 

  
１年以内 545百万円

１年超 660 

合計 1,206 

  
１年以内 512百万円

１年超 549 

合計 1,062 

１年以内 587百万円

１年超 568 

合計 1,156 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 
  
支払リース料 320百万円

減価償却費相当額 309百万円

支払利息相当額 12百万円

  
支払リース料 336百万円

減価償却費相当額 317百万円

支払利息相当額 14百万円

支払リース料 644百万円

減価償却費相当額 597百万円

支払利息相当額 23百万円

４．減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

４．減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 ・減価償却費相当額の算定方法 

……リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定

額法によっている。 

同左 同左 

・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 ・利息相当額の算定方法 

……リース料総額とリース物件

の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利

息法によっている。 

同左 同左 

＜貸主側＞ ＜貸主側＞ ＜貸主側＞ 

 該当事項なし。  該当事項なし。  該当事項なし。 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 

＜借主側＞ ＜借主側＞ ＜借主側＞ 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年以内 15百万円

１年超 75 

合計 91 

  
１年以内 15百万円

１年超 59 

合計 75 

１年以内 15百万円

１年超 67 

合計 83 

＜貸主側＞ ＜貸主側＞ ＜貸主側＞ 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  

１年以内 316百万円

１年超 4,126 

合計 4,443 

  
１年以内 316百万円

１年超 3,810 

合計 4,126 

１年以内 316百万円

１年超 3,968 

合計 4,284 

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はない。 

同左 同左 



（有価証券関係） 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはな

い。 

  

（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りである。 

  

（重要な後発事象） 

 該当事項なし。 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 593円43銭

１株当たり中間純利益
金額 

17円02銭

  

１株当たり純資産額 597円04銭

１株当たり中間純利益
金額 

12円49銭

１株当たり純資産額 593円51銭

１株当たり当期純利益
金額 

22円94銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

同左  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載していな

い。 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,170 858 1,577 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益
（百万円） 

1,170 858 1,577 

期中平均株式数（株） 68,766,998 68,735,764 68,759,166 



(2）【その他】 

中間配当 

 中間配当に関する取締役会の決議は次の通りである。 

 （注） 平成19年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行う。 

  

  決議年月日 平成19年11月13日  

  中間配当金の総額 412百万円  

  １株当たりの額 6円00銭  

  中間配当支払開始日 平成19年12月11日  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第61期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出。 

(2)有価証券報告書の訂正報告書 

  平成19年10月17日関東財務局長に提出。 

事業年度（第61期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書である。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当事項なし。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月15日

文化シヤッター株式会社     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 望月 正芳   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 堀之北 重久  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている文

化シヤッター株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、文化シヤッター株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表に

添付する形で別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月13日

文化シヤッター株式会社     

取締役会 御中     

  東陽監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 篠崎 卓   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 恩田 正博  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている文化シヤッター株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連

結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に

必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対

する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成

基準に準拠して、文化シヤッター株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の「（注）５．事業区分の変更」に記載されているとおり、会

社は当中間連結会計年度からセグメント情報の事業区分を変更した。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表に

添付する形で別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成18年12月15日

文化シヤッター株式会社     

  取締役会 御中   

  あずさ監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 望月 正芳   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 堀之北 重久  印 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている文

化シヤッター株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第61期事業年度の中間会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主

資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、文化シヤッター株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付

する形で別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成19年12月13日

文化シヤッター株式会社     

取締役会 御中     

  東陽監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 篠崎 卓   印 

  
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 恩田 正博  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている文化シヤッター株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第62期事業年度の中間会計期間

（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、文化シヤッター株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添付

する形で別途保管している。 
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